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少子化対策の経緯  
少子化の傾向が注目を集める  く1．57ショック〉  

1990（平成2年）   

1994（平成6年）12月  

3大臣（大・厚・自）合意   

緊急保育対策5か年事業  

（1995（平成7）年度～1999（平成11）年度）  

4大臣（文・厚・労・建）合意  

エンゼルプラン  ＋  

少子化対策推進関係閣議会議決定  

少子化対策推進基本方針  
1999（平成11年）12月  

1999（平成11年）12月  
6大臣（大・文・厚・労・建・自）合意  

（2000（平成12）年度～04（平成16）年度）   新エンゼルプラン  
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少子化対策の政策的な枠組み  

少子化社会対策大綱（平成16年6月閣議決定）   

少子化の流れを変えるために特に集中的に取り組むべき4つの重点課題を設定  

①若者の自立とたくましい子どもの育ち②仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し  

③生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 ④子育ての新たな支え合いと連帯  

新しい  

少子化対策   

について  
（平成18年6月  

政府・与党合意、  
少子化社会対策   

会議決定）  

子ども一子育て応援プラン（平成16年12月少子化社会対策会議決定）  

大綱の示した重点課題に沿って、平成17年度から21年度までの  
5か年間に講ずる具体的な施策内容と目標を提示  

「子ども・子育て応援  

プラン」の着実な推  

進に加え、妊娠・出  

産から高校・大学生  

になるまで子どもの  

成長に応じた総合的  

な子育て支援策や  

働き方の改革、社会  
の意識改革のための  

国民運動等を推進  
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次世代育成支援対策推進法（平成17年4月施行）に基づく行動計画  

都道府県、市町村・・■・地域における子育て支援等について5か年計画を策定  
事   業   主…・仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備や働き方の  
（従業員301人以上が義務付け） 見直し等について2～5か年の計画を策定  

本」重点戦略（平成19年12月少子化社会対策会議決定）   「子どもと家族を応援する日  



「子ども・子育て応援プラン」の概要  
【4つの重点課題】   【平成21年度までの5年間に講ずる施策と目標（例）】  【目指すべき社会の姿〔概ね10年後を展望〕（例）】   



次世代育成支援対策推進法の概要  
次世代育成支援対策推進法（平成17年4月から1閻  

地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ、10年間  
の集中的・計画的な取組を推進  

○国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。  

地方公共団体行動計画の策定  

（D市町村行動計画  

②都道府県行動計画   

→地域住民の意見の反映、計画の   
内容■実施状況の公表 等  

①一般事業主行動計画（企業等）   

→大企業（301人以上）：義務  

中小企業（300人以下）：努力義務  

一定の基準を満たした企業を認定  

②特定事業主行動計画（国・地方公共団体等）   

→策定■公表  

策定支援等  
施策・取組への協力等   

次世代育成支援対策地域協議会  

・都道府県、市町村、事業主、社会福祉・教  
育関係者等が組織   

＿．ヽr▲「 



次世代法に基づく行動計画策定の現状  

及び事業主塑壬主動丑塵   行動計画策定指針j主星ゴき、地方公共麿  
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地域行動計画による子育て支援関係事業の取組状況  

事業名   16年度実績   18年度実績   
19年度実績  
（交付決定ベース）   

プラン目標値   

通常保育事業   205万人   211万人   211万人   

（保育所定員数）   （平成17年4月1日現在）   （平成19年4月1日現在）   （平成19年12月1日現在）   
215万人  

放課後児童クラブ   
15，184か所   16，685か所   16，685か所   

（平成17年5月1日現在）   （平成19年5月1日現在）   （平成19年5月1日現在）   
17，500か所  

地域における子育て拠点の整備   2，936か所   4，118か所   4，409か所  
903か所（ひろば型）  

6，000か所   

■つどいの広場   154か所   682か所  
3，478か所（センター型）  

1，600か所   

・地域子育て支援センター   2，782か所   3，436か所  
28か所（児童館型）  

4，400か所   

ファミリーサポートセンター   344か所   480か所   540か所   710か所   

一時保育・特定保育事業   5，534か所   7，087か所   8，140か所   9，500か所   

ショートステイ事業   364か所   511か所   584か所   870か所   

トワイライトステイ事業   134か所   236か所   301か所   560か所   

病児・病後時保育事業   496か所   682か所   735か所   1，500か所   

延長保育事業   12，954か所   14，431か所   9，540か所  
（注2）   

16，200か所   

休日保育事業   607か所   798か所   875か所   2，200か所   

夜間保育事業   
64か所   69か所   72か所   

（平成17年4月1日現在）   （平成18年11月1日現在）   （平成19年7月1日現在）   
140か所  
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（注1）「16年度実績」は、平成16年度終了後における各事業の実績値。（子ども・子育て応援プラン策定時は、まだ平成16年度の事業が実施途上   
であったことから、プランには実施見込み数で表記していたため、上記の数値とは異なっている。）  

（注2）平成19年度実績（交付決定ベース）における延長保育事業については、民間分のみ。（公立分については自治体に照会予定）   



次世代法に基づく企業の行動計画策定・実施について  

認定基準  
行動計画例  

1計画期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日まで  

2 内容   

目標1計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準にする  

男性：年に○人以上取得  

女性：取得率○％以上  

対策 平成○年○月 管理職を対象とした研修の実施  

平成○年○月 育児休業中の社員で希望する者を対象  

とする職場復帰のための講習会を年に  

○回実施  

日標2 ノー残業デーを月に1日設定する。  

対策 平成○年○月 部署ごとに検討グループを設置  

平成○年○月 社内報などでキャンペーンを行う   

目標○ ■・・  

・行動計画の期間が、2年以上5年  

以下であること。  

・策定した行動計画を実施し、それに  
定めた目標を達成したこと。  

■3歳から小学校に入学するまでの  

子を持つ労働者を対象とする「育児  

休業の制度または勤務時間短縮等  

の措置に準ずる措置」を講じているこ  

と。  

t計画期間内に、男性の育児休業等  
取得者がおり、かつ、女性の育児休  
業等取得率が70％以上だったこと。  
など   

一江こ・－‾ト （  

L′、ケ   

対策 ‥・  

次世代認定マーク「くるみん  



平成20年度少子化社会対策関係予算のポイント  

○平成20年度少子化社会対策関係予算案の総額は1兆5，714億円（前年度比3．5％増）  
○平成19年12月にとりまとめた「仕事と生活の調和（ウイ・ライフ・ハうンス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」、並びに「子   

どもと家族を応援する日本」重点戦略の内容を反映  

※（）内はH19予算額  、働き方の改革による仕事と生活の調和の実現  （1）子育て支援裳   

①仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運の醸成  10億円（新規）  
・業界トップクラス企業による先進的モデル事業の展開 2億円（新規）  

・労使、地方公共団体、有識者等による「仕事と生活の調和推進会諸」を都道府県ごとに設置  
8、3億円（新規）  

②仕事と生活の調和の実現のための企業の取組の促進  15億円（16億円）  
・労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業事業主に対する  

新たな助成措置の創設  

③パートタイム労働者の均衡待遇確保と短時間正社員制度の導入促進  
10億円（8．8億円）  

④マザーズハローワーク事業の拠点の拡充と機能の弓削ヒ   19億円（20億円）  
⑤フリーター常用雇用化プラン等の推進や、若者等のチャレンジ支援等  

333億円の内数  

⑥テレワークの普及促進  1．4億円（1・1億円）  
⑦働き方の見直しを含む官民一体子育て支援推進運動  0．4億円（0．5億円）  

①産科・小児科医療の確保等母子保健医療の充実  278億円（256億円）   

・産科医療機関への財政的支援、周産期医療体制の整備  

・産科医療補償制度創設後における一定の支援等、医療リスクに対する支援体制整備の準備  
・小児救急支援事業、小児救急拠点病院の休日夜間における診療体制の確保や小児救急電話相談  

事業など小児救急医療体制の確保 等  

②生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）の推進  

③子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能強化  

②、③は、次世代育成支援対策交付金（375億円）の内数  

期川、学校入学前まて1  

④地域における子育て支援拠点の拡充  101億円（84億円）  

・平成20年度では、およそ7，000か所の整備を図る。1※6，138か所（H19）→7，025か所（H20）  

⑤待機児童セ、、口作戦の推進や多様な保育サービスの提供など保育サービスの充実  

3．905億円（3．716億円）  
・保育所の受入れ児童数の拡大、延長保育等の保護者のニーズに応じた保育サービスの推進、地域の   
保育資源（事業所内託児施設）を活用した取組、家庭的保育事業（保育ママ）の充実  

⑥事業所内託児施設の設置■運営等に対する支援の推進  40億円（23億円）  
⑦子どもの事故防止対策の推進  1．2億円（1．5億円）  
⑧就学前教育費負担の軽減  192億円（柑5億円）  

旦＿小学生期  

⑨全小学校区における「放課後子どもプラン」の推進  
放課後子ども教室78億円（68億円）、放課後児童クラブ187億円（158億円）  

・放課後子ども教室は平成20年度は全国15，000か所の小学校区、放課後児童クラブは必要なすべての   
小学校区（20．000か所）において実施。  

⑬地域における家庭教育支援基盤形成の促進  12億円（新規）  
学校や登下校時の安全対策  17億円（17億円）  

⑫ 奨学金の充実  1，309億円（1，224億円）  
・121．9万人（前年度比7．5万人増）の学生等に奨学金の貸与  

（5）その他の重要な施策  

O「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の策定に伴う税制上の所要の措置  

○社会的養護体制の見直しに関する児童福祉法等の改正に伴う税制上の所要の措置  

○周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の創設  
○事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置  
○家族用住宅・三世代同居・近居の支援  
○自然や人とのふれあいによる豊かな人間性の育成   

旦」劃呈：錮る家庭の子育て支援  
⑮社会的養護体制の拡充  

⑭子どもの心の診療拠点病院の整備  

⑮発達障害等支援・特別支援教育の総合的な推進   

799億円（776億円）  
48億円の内数（新規）  

5億円（新規）  

⑯発達障害教育情報センターによる情報提供 運営費交付金（12億円）の内数（新規）  



「子どもと家族を応援する日本」重点戦略のポイント  

1策定の視点  

「二者択一構造」解消のための2つの取組   

～「未来への投資」としての「車の両輪」～  

「就労」と「結婚・出産」の二者択一構造を変え、  

■ 女性をはじめとする働く意欲を持つすべての人の労働市場参加を実現しつつ、  

・国民の希望する結婚暮出産・子育てを可能とする  
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「親の就労と子どもの育成の両立」「家庭  

における子育て」を  

包括的に支援する枠組み  

（社会的基盤）の構築  
（←保育サービス等が利用できないことなどにより、就   

業を希望しながら断念したり、希望する出産・子育   
てを断念したりしている状況etc）  

「働き方の改革」による  

仕事と生活の調和の実現   

（←長時間労働による仕事と家庭の両立困難や、男   
性の家事・育児分担の不足等の現状etc）  
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「車の両輪」となるこの2つの取組を  

「未来への投資」としてできる限り速やかに軌道に乗せることが必要  
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実 現 し た 社 会 の 姿  緊 要 性  
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を  
果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期  
といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択暮実現できる社会  【仕事と生活の間で  

問題を抱える人の増加】  

○正社員以外の働き方の増加  

→ 経済的に自立できない層  

○長時間労働  

→「心身の疲労」「家族の団ら  

んを持てない層」  

○働き方の選択肢の制約  

→ 仕事と子育ての両立の難しさ  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○就業率（②、③にも関連）  

＜女性（25～44才）＞  

現状64．9％→2017年69～72％  

＜高齢者（60～64才）＞  

現状52．6％→2017年60～61％  

○フリーターの数  

現状187万人→2017年144．7万人以下  

①就労による経済的自立が可能な社会   

経済的自立を必要とする者とりわけ若者が  

いきいきと働〈ことができ、かつ、経済的に自  
立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関  
する希望の実現などに向けて、暮らしの経済  
的基盤が確保できる。  

②健康で豊かな生活のための時間が確保  
…キ‘川－‥，川り｝－■′一、、‥ハ■‥′′′  

できる社会  
○過労働時間60時間以上の雇用者の割合  

働く人々の健康が保持され、家族や友人な                        現状10．8％→2017年半減  
どとの充実した時間、自己啓発や地域活動 ○年次有給休暇取得率  
への参加のための時間などを持てる豊かな  現状46・6％→2017年完全取得  

【少子化や労働力の確保が  

社会全体の課題に】  

○結婚や子育てに関する人々の   

希望を実現しにくいものにし、急   
速な少子化の要因に  

○働き方の選択肢が限られていて   

多様な人材を活かすことができ   

ない  

生活ができる。  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○第1子出産前後の女性の継続就業率  
現状38．0％→2017年55％  

○育児休業取得率  

（女性）現状72．3％→2017年80％  
（男性）現状0．50％→2017年10％  

○男性の育児■家事時間（6歳未満児のいる家庭）  

現状60分／日→2017年2．5時間／日   

③多様な働き方・生き方が選択できる社会  

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意  

欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑  

戦できる機会が提供されており、子育てや親  
の介護が必要な時期など個人の置かれた状  

況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、  
しかも公正な処遇が確保されている。  



た す べ き 役 割  関 係 者 が 果  

個 

国一地方自治体  

全体の課題に関わることから、国と地方自治体も、  

企業と働く者  

々の企業の実情に合った効果的な進め方を労使で  
話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本  

《行動指針に掲げる具体的な取組》  

（総論）  

○経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改   

革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等   

○目標策定、計画的取組、チェックの仕組み、着実な実   

行   

○労使で働き方を見直し、業務の見直し等により、時間   
当たり生産性を向上  

（就労による経済的自立）   

○人物本位による正当な評価に基づく採用の推進   

○パート労働者の正規雇用への移行の促進  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）   

○労働時間関連法令の遵守の徹底  

○労使による長時間労働の抑制等のための労働時間   

等の設定改善のための業務見直しや要員確保の推進  

（多様な働き方の選択）  

○短時間正社員制度、在宅就業等個人の置かれた状   
況に応じた柔軟な働き方を支える制度整備と利用しや   

すい職場風土づくりの推進  

○女性や高齢者等への再就職■継続就業機会の提供  

企業や働く者、国民の取組を積極的に支援するとともに、  
多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのため  

の社会的基盤づくりを積極的に実施  

《行動指針に掲げる具体的な取組〉  

（総論）   

○実現に向けた枠組み作り  

・国民運動の展開（政労使合意・地域の実情に応じた  

展開）   

・制度的枠組の構築（企業の次世代育成支援の取組  

促進、働き方に中立的な税・社会保障制度の検討）   

・取組企業への支援、社会的評価（企業情報の収集量  
提供、中小企業への支援、顕彰制度等）   

○ 法令遵守のための監督指導の強化  

（就労による経済的自立）   

○ 若年者等の経済的自立の支援  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）   

○ 労使による長時間労働の抑制等のための労働時間   

等の設定改善のための取組の支援  

（多様な働き方の選択）   

○ 保育サ岬ビスの充実等の多様な働き方に対応した   

子育て支援の推進、地域の実情に応じた育児・介護の   
社会的基盤の形成   



3 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築  

仕事と生活の調和を推進し、国民の希望する結婚や出産・子育ての  
実現を支える給付・サービスの考え方  

①親の就労と子どもの育  

成の両立を支える支援  

②すべての子どもの健や   

かな育成を支える  

対個人給付・サービス  

③すべての子どもの健や  

かな育成の基盤となる  

地域の取組  

○就業希望者を育児休業と  

保育（あるいはその組合  

せ）で切れ日なくカバーで  

きる体制、仕組みの構築  
○そのための制度の弾力化  

（短時間勤務を含めた育児  

期の休業取得方法の弾力化、  
家庭的保育など保育サービ  

スの提供手段の多様化）  

○保育所から放課後児童ク  

ラブヘの切れ目のない移行  

○一時預かりをすべての子ど  

も・子育て家庭に対するサー  

ビスとして再構築（一定の  

サービス水準の普遍化）  

○子育て世帯の支援ニーズに  

対応した経済的支援の実施  

○妊婦健診の望ましい受診回  

数の確保のための支援の充実  
○各種地土或子育て支援の面的  

な展開（全戸訪問の実施、地  
域子育て支援拠点の整備）  

○安全・安心な子どもの放課  

後の居場所の設置  

○家庭的な環境における養護  

の充実など、適切な養育を受  

けられる体制の整備   
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《具体的な制度設計の検討》  

○給付の性格や施策問の整合、連携を考慮しつつ、国・地方公共団体の公費負担、事業主や   
個人の子育て支援に対する負担・拠出の組合せにより支える具体的な制度設計の検討につ   
いて、直らに毒手の上、税制改革の動向を踏まえつつ速やかに進めるべき  

《先行して取組むべき課題》  

○制度設計の検討とともに、家庭的保育の制度化や一時預かり事業等の法律的な位置づけの  
の行動計画に基づく取組の推進  
について20年度において先行実   
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4 利用者の視点に立った点検・評価とその反映  

○利用者の視点に立った点検・評価手法を構築  

○平成21年度までの現行のプラン（「子ども・子育て応援プラン」、地方公共団体   
の次世代育成支援のための行動計画）の見直しに当たって、利用者の視点に立っ   
た指標等を盛り込んで、定期的に点検評価を行い、その結果を毎年度の予算編成、   
事業実施に反映（PDCAサイクルを確立）  
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5 おわりに ～支援策が十分に効果を発揮するための国民の理解と意識改革～  

○施策の必要性と有効性について十分に国民lこ説明し、理解を浸透  

○自然に子育ての喜びや大切さを感じられるよう社会全体の意識改革のための国   

民運動  



労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  
O「就業」と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、   

日本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

蔓三塁塞現を醜こ達成できな  
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3，000  

2050年  2030年   2006年  

この2つの要請を同時に達成する必要 →「二者択一構造」の解決が不可欠  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）りただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性ヰ齢階級別労働力率が変わらないと仮定   
して、平成18年将来推言十人口（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計し 



労働市場参加実現、国民の希望する結婚・出産1子育ての  
実現のベネフィット（平成15年度「年次経済財政報告」シミュレーションより）  

O「二者択一構造」が解決されるなどにより、労働市場参加の実現が進み、さらに出生率が向上した場合、   
2050年までを通じて、実質GDP成長率を0．5％程度押し上げる効果があると推計されている。  

3マクロ経済モデルによる経済成長シミュレーション」に準拠）  （※「年次経済財政報告」（2003年10月内閣府）第3章第2節「高齢化・人口減少の下での経済成長の展望   
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2030年  2040年  2050年  

現状維持ケース   労働市場参加実現   労働市場参加実現＋出生率一定回復   

人 口  将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所2002   将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所2002年）  

年）における中位推計（2050年の合計特殊出生率1．  同  左  における高位推計（2050年の合計特殊出生率1．63）を  

39）を前提。（※なお2006年の将来推計人口の中位  前提。（※なお2006年の同推計では1．55。また結婚t出  

推計では1．26。）  産に対する国民の希望が実現した場合の出生率は1．75）   

労働力率  高齢男性と女性の労働力率については、モデルが内  労働力調査（総務省）における男女別年齢階層別労働力   同  左  

生的に決定。他の男性については、2001年度の労働  率に「就業希望者」を加えたものを「潜在的労働力奉」とし、  

力率の水準で一定で推移すると仮定。   これが2050年にかけて徐々に実現していくと仮定。   

全要素生産  同  左   同  左   

性上昇率   

実質GDP   2010年代：0．3 ／ 2020年代：0．4   2010年代二0．8 ／2020年代：0．8   2010年代：0．8／2020年代：0．9   
伸び率   2030年代：0．2 ／ 2040年代：0．2   2030年代：0．5／2040年代：0．4   2030年代：0．7／2040年代：0．7   
の推計   〔  2009年までは  ＿「日本経済の進路と戦略参考試算」（2007年内閣府）の成長制約シナリオA  ）   

【「年次経済財政報告」（2003年）において、内閣府経済社会総合研究所の「社会保障モデル」をもとに、内閣府政策統括官においてシミュレーションを行った結果に準拠して作成】   



現行の次世代育成支援の給付・サービスの費用構成  

族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆37300億円）に関して、国、地方公共団   ○平成19年度児童■家   

体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。したがって、「推計所要額」に関して、直接この負担割合が適用されるものではない。  

○今後、少子化対策のための給付の充実に当たっては、次世代の負担によって賄うことがないよう必要な   
財源をその時点で手当てして行うことが必要。また、費用負担の在り方については、給付の性格や施策間   
の整合・連携を考慮した負担のあり方の検討が必要である。  

ー
一
0
0
∞
－
 
 
 



家族関係社会支出と財源構成（推計）の国際比較   
（2003年度（日本は2007年度予算ベース）、対GDP比）  （％）  

5．0  

日 本  
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各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較（2003年）  
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（資料）OECD：SocialExpenditureDatabase2007（日本のGDPについては内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算（長期時系列）」による。   



「新待機児童ゼロ作戦」について（概要）  

集中重点期間の対応  目標・具体的施策  

働きながら子育てをしたい  

と願う国民が、その両立の  
難しさから、仕事を辞める、  
あるいは出産を断念すると  

いったことのないよう、  

当面、以下の取組を進めるとともに、集  

中重点期間における取組を推進する  

ため、待機児童の多い地域に対する重  

点的な支援や認定こども園に対する支  

援などについて夏頃を目途に検討  

希望するすべての人が子どもを預けて働  

くことができるためのサービスの受け皿を  

確保し、待機児童をゼロにする。特に診  
後3年間を集中重点期間とし、取組を進  

める。  

恩  
＜10年後の目標＞  

○働き方の見直しによる  

仕事と生活の調和の実現  

O「新たな次世代育成  

支援の枠組み」の構築  

の二つの取組を「車の両  

輪」として進めていく。   

恩  
希望するすべての人が安  

心して子どもを預けて働くこ  

とができる社会を目指して  

・○保育サービスの量的拡充と   

提供手段の多様化〔児童福祉法   

の改正〕  

・ 保育所に加え、家庭的保育（保育マ   
マ）、認定こども園、幼稚園の預かり保育、   
事業所内保育施設の充実   

・○小学校就学後まで施策対象   
を拡大  

・ 小学校就学後も引き続き放課後等の   
生活の場を確保   

・○地域における保育サービス等   

の計画的整備〔次世代育成支援   

対策推進法の改正〕  

●  女性の就業率の高まりに応じて必要   

となるサービスの中長期的な需要を勘案   

し、その絶対量を計画的に拡大  

・○子どもの健やかな育成等のた   

め、サービスの質を確保   
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・保育サービス（3歳未満児）の提供割合  

●20％→38％（※）   

【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の   

提供割合19％→60％（※）   
【登録児童数145万人増】  

⇒この目標実現のためには  

一定規模の財政投入が必要  

税制改革の動向を踏まえつつ、  
新たな次世代育成支援の枠組み」  

の構築について速やかに検討。  

保育施策を質・量ともに充  

実・強化するための「新待  

機児童ゼロ作戦」を展開  
（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12   

月）」における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各   

主体の取組を推進するための社会全体の目標について、取   
組が進んだ場合に10年後（2017年）に達成される水準  



児童福祉法等の一部を改正する法律案の主な経緯  
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児童福祉法等の一部を改正する法律案の主な内容  
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（1）里親制度の改正・平成21年1月施行  
○養子縁組を前提とした里親と養育里親を区別し、養育里親の要件について一定の研修を修めることとする等里親制度を見直  

。  ○ 都道府県の業務として、里親に対する相談等の支援を行うことを明確化し、当該業務を一定の要件を満たすものに委託でき  
ることとする 

ニノ 小規模住居型児  （平成21  

○要保護児童の委託先として、養育者の住居で要保護児童を養育する事業（ファミリーホーム）を創設し、養育者の要件等事   
業に関する要件を定めるほか、都道府県の監督等必要な規定を設ける。  

○ 要保護児童対策地域協議会の協  議対象を、養育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大するほか、  

要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課す。  

（畢成21生戯  

〔〕児童自立生活援助事業について、対象者の利用の申込みに応じて提供することとするとともに、義務教育終了後の児童のほ  
か、20歳未満の者を支援の対象として追加する等の見直しを行う。  

止（平成21  生艦  

鳩 

の防止のための規定を設ける。  
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、 ．平或21年1月提供体制の計画的整備は平戒22年4月施行．  
ナる保護者指導を児童家庭支援センター以外の一定の要件を満たす者にも委託できることとする。  

ンタ一について、児童福祉施設への附置要件の廃止等を行う。  
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3 次世代育成支援対策推進法の一部改正①（地域における取組の促進）  

1）国による参酌標準の提示（公布から起算して6月以内に施行）  

○ 国は、市町村行動計画において、保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業等に関する事項（量）を定めるに際して参考   
とすべき標準（参酌標準）を定めるものとする。  

定等に対する労使 の参画（公布から起算して6月以内施行）  

○ 市町村及び都道府県は、行動計画を策定・変更しようとするときは、住民の意見を反映させるほか、労使を参画させるよう努め   
るものとする。  

3）地域行動計画の定期的な評価・見直し（平成22年4月施行）  

○ 市町村及び都道府県は、定期的に行動計画に基づく措置の実施状況等を評価し、計画の変更等の措置を講ずるよう努めるも  

のとする。  

＿1   



子育て支援事業の定義規定のイメージ  

家庭全戸訪問事業  

市町村内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、①子育てに関す  
る情報の提供、②乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、③養育についての相談に応じ、助言その  
他の援助を行う事業  

2 養育支援訪問事業  

厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した①保護者の養育を支援することが特に  
必要と認められる児童及びその保護者、②保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者、③出産後  
の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、これらの者  
の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業   －

一
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子育て支援事業の事業開始・指導監督の仕組みのイメージ  

※ このほか、第2種社会福祉事業として位置付けた事業（乳児家庭全戸訪問事業・養育支援家訪問事業・地域子育て支援  
拠点事業・一時預かり事業）については、①寄付金の募集に際しての許可制度、②サービス利用者に対する情報提供努力  
義務、③利用申込み時の契約内容等の説明の努力義務、④自己評価等の質の向上の努力義務、⑤誇大広告の禁止等の  
社会福祉法の規定のほか、⑥消費税等の非課税措置の対象となる。   
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次世代育成支援のための新たな制度体系の検討について  
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○ 平成20年5月20日に新たな制度設計に向けた基本的考え方をとりまとめ。   
（※平成20年3月までは、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において同時に示された「先行して取り組むべき課題」についての議論を実施。）  

○ その後も、税制改革の動向を踏まえつつ、速やかに検討を進める。  

（社会保障審議会少子化対策特別部会委員構成）  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた  

基本的考え方 概要  
〔平成20年5月20日 社会保障審議会少子化対策特別部会とりまとめ〕  

O「子どもと家族を応援する日本重点戦略」を受け、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方をとりまとめたもの。  
○引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、以下の基本的考え方に基づき、具体的制度設計を速やかに進めていく必要がある。  

～新制度体系に求められる要素～  
①包括性・体系性（様々な考え方に基づく次世代育成支援策の包括化牒系化）  

②普遍性（誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択刊用できる）  

～新制度体系が目指すもの～  
（D すべての子どもの健やかな育ちの支援  

② 結婚・出産t子育てに対する国民の希望の実現  
資（将来の我が国の担い手の育成の基礎等）  まで切れ目がない）  （育児休業から   

重層的  受入・そのために必要   
ー
一
∽
∽
－
 
 

（必要な人が必要な時に利用できていない）。大豊を温在霊宝を抱えている。  子育て支援サ  ビスは、全  

こ勘案し、脚拡充を目指す必要。  限られた財源の中、「質」の確保と「量」の拡充のバランスを常  
「量」の抜本的拡充のためには、多様な主体の多様なサービ丞が必要であり、  
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 役割の拡大に応じた保育の担い手の専門性の向上、職員配置や保育環境の在り方の検討が必要。  

考える必要。  保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、  

「未来への投資」や「仕事と子育ての両立支援」の側面も有し、基金全速凰＿地方公共団体、皐墓  次世代育成支援は、  

主、侶購重層的負担が求められる。  

給付・サービスの鵬皇ことを踏まえ、関係者の費用負担に踏み込んだ議論が必要。  
地五負過については、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、杢適遡金地幽鬼旦が必要。  

量墓主負担については、比由旦的等を考慮。  
低塵農畳鹿⊇ 具体的議論が必要。   剋風量負過については、負担水準、設定友達箋は重要な課題。  

－▲■、■Lご＝こ▲■■－ 



、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する  
対人社会サービスとしての公血蛙塵空撮」生地育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方）重  

基本に、新しい保育サービスの提供の仕組みを検討していくことが必要。  
については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に  

醜盗変造量旦」艶圭る患た地腹証が必至。  
豊艶など剋且五重の在り方についても、新しい保育メカニズムの考え方を踏まえ、剋用量の選速星亙能皇室る左向で検討。  

その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、壷軋盤豊里適切左盟主里、保護者の選択の判断材料として機能しうる  

盤換言土が鑑±ヱ必要。また、地主公共団体がし地域の保育機能の維持向上や質の  
向上に適遡1⊆塵盟皇霊屋壬亘る蛙鰻重が必要。  
新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの土星⊥の保障と敗温盈倶が不可欠。  

呈麒 幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえた就学前保 

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

・新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、仕事と子育ての両立支援のみならず、  
－
N
0
0
I
 
 

ベての子  

1三重豊。その量的拡充、質の維持・向上、財源の在り方を考えていくことが必要。  

7 多様な主体の参画三協働  
・保護者、馳画・協働により、地域の力を引き出して支援を行うべき。  

・親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など塵痙盟な親の参画を得る方策を探るべき。  

新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子ども、社会的養護を必要とする子ども、障害児など  
と壬亙蜘慮を包含することが必要。  

9 働き  しの必  

ビスの拡充と同時に、父槻劃を果たしうる  少子化の流れを変えるためには、子育て支援サ  
しが不可欠。仕事と子育てを両立できる環境に向けた制度的対応を含め検討すべき。  

以上の基本的考え方を  
用者（将来の利用者含む）、提供者、地方公共団体、事業主等、多くの関係者の  していくため、今後、サー   

、     見を聴くとともに、国民的議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会的資源の投入についての合意を速やかに得ていくことが必要である。  居  

その上で、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計について、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。   



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた  

基本的考え方  

平成20年5月20日  

社会保障審議会  

少子化対策特別部会   

昨年末の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」という。）のとりまとめを  

受け、社会保障審議会少子化対策特別部会においては、本年3月より、6回に渡り、次世代  

育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた議論を行い、今後の具体的な制度体系設  

計の検討に向け、以下のとおり基本的考え方をとりまとめた。   

我が国の少子化の現状は猶予を許さないものであり、また、国民の高い関心もある。こうした  

ことを念頭に、経済財政諮問会議や地方分権改革推進委員会などから様々な指摘が出され  

ていることも踏まえながら、引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な財源の手当を前  

提として、以下の基本的考え方に基づき、速やかに議論を進めていく必要がある。その際、社  

会保障国民会議においても関連する議論が行われており、連携を図りながら議論を進めていく  

必要がある。  

1基本認識  

（1）新制度体系が目指すもの  

（す叩子どもの健やかな育ちの支援）  

○ 次世代育成支援のための新たな制度体系（以下「新制度体系」という。）においては、  

「すべての子どもの健やかな育ちの支援」という考えを基本におくことが重要である。  

（結婚・出産■子育てに対する国民の希望の実現）  

○ 重点戦略で示されたとおり、我が国においては、結婚・出産・子育てに対する国民の希   

望と現実が大きく帝離している現状がある。この奉離を生み出している社会的要因を取り   

除くことを通じ、国民の希望する結婚・出産・子育てが実現できる社会としていくことが求め   

られている。  

（働き方の改革と子育て支援の社会的基盤の構築）  

○ また、人口減少下における持続的な経済発展の基盤としても、「若者や女性、高齢者の   

労働市場参加の実現」と「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」の二点を同時達   

成することが必要であり、就労と出産・子育ての二者択一構造を解決する必要がある。  

そのためには、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」という考え方と、「親の   

仕事と子育ての両立や家庭における子育てを支援する社会的基盤の構築」という考え方   

の両面を基本におくことが必要である。  
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（未来への投資）  

○ 新制度体系においては、次世代育成支援が、良好な育成環境の実現により、子どもの   

成長に大きな意義を有するとともに、社会問題の減少など長期的な社会的コストの低減も   

期待され、また、将来の我が国の担い手の育成の基礎となるものであり、「未来への投資」   

であるという視点を共有する必要がある。  

（2）新制度体系に求められる要素  

（包括性・体系性）  

○ 新制度体系においては、給付内容や費用負担がそれぞれの考え方に基づき行われて   

いる次世代育成支援に関する給付・サービス（※）を、広く包括的に捉えた上で、関係府   

省間において連携を図りつつ、体系的に整理していくことが必要である。   

※ 次世代育成支援に関する給付・サービスについては、   

・現物給付として、保育■放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立を支えるサ  

ービスの他、地域子育て支援拠点事業などの子育て支援サービス、妊婦健診・乳幼  

児健診等の母子保健サービス、児童虐待防止や社会的養護など   

・現金給付として、児童手当・育児休業給付など   

が含まれる。  

これらサービス・給付が、市町村や都道府県の連携等により、総合的に行われるこ  

とが必要。  

（普遍性）  

○ 新制度体系においては、地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んでい   

ても、必要なサービスを選択し、利用できるようにすることが必要である。  

（連続性）  

○ 新制度体系においては、事業主の取組と地方公共団体の取組の連結や十分なサー   

ビス量の確保等を通じ、育児休業明けの保育所入所、就学後の放課後児童クラブの利   

用等、切れ目ない支援が行われるようにすることが必要である。  

（3）効果的な財政投入、そのために必要となる財源確保と社会全体による重層的な負担  

○ 我が国の次世代育成支援に対する財政投入は、諸外国に比べ規模が小さい（※）、〕今   

後、サーービス量の拡大を行っていくためには、一定規模の効果的財政投入が必要である。   

そのために、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行い、必要な負担を次世代に先送り   

するようなことはあってはならない【「   

※児童・家族関係社会支出の対GDP比を見ると、欧州諸国が2～3％であるのに対し、   

日本は1％未満となっている。また、日本の社会保障全体に占める児童・家族関係社会   

支出は4％に過ぎず、欧州諸国と比較しても、とりわけ人生前半期に対する社会支出が   

際だって低い。  
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○ 新制度体系において必要な費用の負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支   

援が、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）とい   

う側面を有することを踏まえ、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に   

支え合う仕組みが求められる。  

○ 今後、国民的議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会全体での負担の合意を得   

る努力を行うことが必要である。  

2 サービスの量的拡大  

（り「質」が確保された「量」の拡至  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高   

さや実施や普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優   

先的に取り組む必要がある。  

○ 我が国の子育て支援サービスは、全般的に「量」が不十分であり、保育サービス、放課   

後児童クラブや、地域子育て支援拠点、一時預かり、社会的養護など、様々なサービス   

において、必要な人が必要な時に利用可能な状態にはなっていない。特に、保育サービ   

スや放課後児童クラブなど、仕事と子育ての両立を支えるサービスについては、サービス   

基盤の整備と、女性の就業希望の実現が相互に関連するため、大きな潜在需要を抱え   

ている。  

○ 保育サービス等については、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において1   

0年後（2017年）の目標として掲げられたサービス量の実現に向け、「新待機児童ゼロ作   

戦」の展開等により、待機児童の多い地域への重点的取組とともに、女性の就業率の高   

まりに応じた潜在需要にも対応し、スピード感を持って量的拡大をすることが必要である。  

○ その際には、限られた財源の中で、子どもの健やかな育成のために必要な「質」の確保   

と、「量」の拡充の必要性のバランスを常に勘案することが求められる。  

（2）「量」の拡充に向けた視点・留意点  

○ 保育サービス等の抜本的な「量」の拡充を実現するためには、認可保育所の拡充を基   

本としつつ、多様な主体が、働き方やニーズの多様化に対応した多様なサービスを提供   

する仕組みとしていくことが必要である。その際、多様な提供主体の参入に際しての透明   

性・客観性を高めるとともに、「質」の担保の方策を考えていく必要がある。  

○ また、従事者の中長期的な需給を見通しながら、その確保のための方策を検討してい   

く必要がある。その際には、仕事と生活の調和や働き甲斐、キャリアパスなど、人材の定   

着に向けた働き方や処遇のあり方についても、併せて検討する必要がある。  
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の 三三∴ニ■∴∵一二二 サービス  

（1）全体的事項  

○ 質の高い専門性のあるサービスを提供することで、子どもの最善の利益を保障し、子ど   

もの健やかな育ちを支援することが重要である。  

○ 保育サービス、放課後児童クラブ、その他各種子育て支援サービス、社会的養護など   

について．、子の年齢、家庭の状況、サービス利用時間、サービスヘの親の関わり方、サ   

ービス提供方法などに応じたサービスの質の確保やその検証を行っていくことが重要で   

ある。  

○ 将来的に優れた人材確保を行っていくためには、保育士等の従事者の処遇のあり方は   

重要であり、サービスの質の向上に向けた取組が促進されるような方策を併せて検討す   

べきである。  

（2）保育サービス  

○ 子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスに関しては、担い手に相応   

の専門性が必要である。また、多様化する家族問題への対応、矧こ対する支援、障害   

をもつ子どもの受入れなど、保育サービスの担う役割が拡大しており、それに対応した専   

門性の向上も求められる。  

○ 保育所に期待されている役割の拡大に応じ、人格形成期のすべての子どもに対する   

適切な保育が確保されるよう、保育士や専門職等の職員配置や、子どもの生活空間等   

の保育環境の在り方を検討する必要がある。  

○ 保育環境等のあり方については、利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス   

提供者の創意工夫の発揮に十分配慮しながら、その維持・向上を図ることが必要であり、   

科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを検討していく必   

要がある。  

○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可   

保育所以外の多様なサービスを視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを   

支援するため、保育サービス全体を念頭においた「質」の向上を考える必要がある。  

○ 保育サービスは、行政、サービス提供主体及び保護者が、連携・協力してサービスを   

改善していくという視点が重要である。  

匡二重亘Ⅰ垂車重］  

（1）社会全体による費用負担  

－204「   



○ 次世代育成支援は、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将   

来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）という側面や、   

仕事と子育ての両立支援としての側面を有し、我が国の重要な政策課題である。新制度   

体系において必要な費用負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支援が、こうし   

た側面を有することを踏まえ、1（3）に示す基本認識の下、社会全体で重層的に支え合   

う仕組みが求められる。  

○ また、次世代育成支援に関する給付・サービスの目的や受益とそれらに対する費用負  

担のあり方が連動すべきものであることを踏まえ、国・地方自治体・事業主・個人が、それ  

ぞれの役割に応じどのように費用を負担していくか、さらに踏み込んだ議論が必要である。  

（2）地方財政への配慮  

○ 保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政事  

情に配慮し、新制度体系への地方負担について財源の確保を図るなどにより、サービス  

水準を維持・向上させていくことを検討する必要がある。  

○ その際、地域特性に応じた柔軟な取組を最大限尊重しつつ、不適切な地域差が生じ   

ないような仕組みを考える必要がある。  

○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  

（3）事業主の責用負担  

○ 事業主の費用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の現在の労働者の両立支  

援としての側面、将来の労働力の育成の基礎としての側面などを考慮するとともに、働き  

方と関連の深いサービスなど、個別の給付・サービスの目的・性格も考慮すべきである。  

（4）利用者負担  

○ 利用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうす  

るか等は重要な課題であり、低所得層が安心して利用できるようにすることに配慮しつつ、  
今後、具体的な議論が必要である。  

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（国・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用   

者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきである。  

5 保育サービス提供の仕組みの検討  

（基本的考え方）  

○ 希望するすべての人が安心して子どもを育てながら働くことができるように、全国どこに   

おいてもー定水準の保育機能が確保され、かつその質の向上が図られるとともに、保育   

の機会がそれぞれの事情に応じて選択できることを基本に考える必要がある。  
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○ 保育サービス提供の仕組みについては、保育サービスを量的に拡大し、利用者の多   

様なニーーズに応じた選択を可能としていくために、効率化を図っていく必要がある。   

併せて、保育サービスには、対人社会サ川ビスとして、以下のような公的性格・特性が   

あり、これらを踏まえる必要がある。   

・良好な吉成環境の保障という公的性格  

情報の非対称性   

・質や成果の評価に困難が伴うこと   

・選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異なること   

・子育て中の親が親としての役割を果たすための支援など保育サービス提供者と  

保護者の関係は単なる経済的取引で捉えきれない相互性を有すること  

○ 従って、今日のニーズに対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、保育サービ   

ス提供の仕組みについては、こうした対人社会サービスとしての公的性格や特性も踏ま   

えた新しい保吉メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方に基づく。）を基本に、   

新しい仕組みを検討していくことが考えられる。  

（保育サーービスの必要性の判断基準）  

○ 保育サービスの必要性については、現状では、各市町村が条例に基づき「保育に欠け   

る」旨の判断を行っているが、より普遍的に仕事と子育ての両立を支援する観点から、ま   

た、全国どこでも必要な保育サービスが保障されるよう、客観的にサービスの必要性を   

各地域で適切に判断できる新たな基準を導入するなど、保育サービスの利用要件のあり   

方を検討する必要がある。  

（利用方式のあり方）  

○ 保護者とサービス提供者の契約など利用方式のあり方についても、新しい保育メカニズ   

ムの考え方を踏まえつつ、利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とする方向で、保   

育をめぐる需給バランスの改善とも並行して、さらに検討していく必要がある。  

○ その際、保護者は基本的に子どものために選択を行うと期待されるが、保護者と子ども   

の利益が一致しない場合に子どもの利益を配慮すること、保育支援の必要度が高い子ど   

もの利用が損なわれないこと、サービス提供者による不適切な選別がなされないこと等、   

保育サーービスの提供の責任を有する市町村等が適切に関与する仕組みや、保護者が   

情報を適切に入手、理解できるような支援、選択に際しての判断材料として機能しうる情   

報公表や第三者評価の仕組み等を併せて検討することが必要である。  

○ また、これらの新しい仕組みを導入する場合には、新たな基準により保育サービスの必   

要性が認められた保護者が、それぞれの事情に応じて保育サービスを選択できるだけの  

「量」が保障されること、また、それを裏付ける財源の確保がなされることが不可欠であ   

る。  
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（地域特性への配慮）  

○ さらに、保育サービスが、基本的に利用する保護者の生活圏で提供され、地域との関   

わりが密接であることにかんがみ、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質   

の向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要である。  

○ また、待機児童がいる都市部と、過疎化が進み厳しい財政状況の中でやっと保育機   

能を維持している地域とでは、問題の質や、取り組むべき内容が異なることに留意した対   

応が必要である。とりわけ、少子化が進行している過疎地域においては、地域の保育機   

能や子育て支援機能の維持向上が図られるように、実情に合わせた柔軟かつ質を担保   
した適切な支援を行う必要がある。  

（幼保連携）  

○ 幼稚園と保育所については、現行の幼稚園による預かり保育の実施状況や、認定こども   

園の制度運用の検証も踏まえ、関係府省間において連携を図りながら、就学前保育・教   

育施策のあり方全般に関する検討が必要である。  

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

○ 新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、保育サービス等の仕事と子育   

ての両立に関わるもののみならず、妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、   

生後4ケ月までの全戸訪問事業等、すべての子育て家庭に対する支援も同時に重要であ   

り、その量的拡充、質の維持・向上、財源のあり方を考えていく必要がある。  

○ 子どもが病気になったときにできる限り保護者が仕事を休める働き方の見直しが必要で   

あるが、病児・病後児保育については、現状では、箇所数が限られており、誰もがどこに住   

んでいても必要な時に利用できる実情にはないため、就業継続に関して非常に重要な意   

義を有していることにかんがみ、保護者、事業主等の理解・協力の下、その拡充が必要で   

ある。  

○ 認定こども園や、放課後子どもプラン等についても、地域に実情に応じた事業の取組の   

実態を踏まえ、関係府省や地方公共団体とも連携して、保護者や子ども本位のサービス   

を行えるよう、柔軟な支援を行っていくことが重要である。  

○ 親の成長の支援の必要性等も踏まえ、地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、   

親の子育てを支援するコーディネーター的役割を果たす体制についても検討すべきであ   

る。  
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○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付についても議論   

が必要である。  
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な主体の参画・協働  

○ 利用者の視点に立った制度の見直し、運用改善を継続的に行い、制度の弾力性、持   

続可能性を図っていく仕組みを検討すべきである。  

○ 新制度体系に基づく次世代育成支援は、保護者、祖父母、高齢者をはじめとする地域   

住民、NPO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して行ってい   

くべきである。  

○ サービスの担い手としては、依然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が   

大半を占めているものもあり、新規参入のNPO等が参入しづらい現状がある。今後、多様   

な主体の参画に向けた検討がなされるべきである。  

（⊃ 地方公共団体における施策の決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的な   

サービスの受け手としてではなく、相互支援や、サービスの質の向上に関する取組などに   

積極的に参画を得る方策を探るべきである。  

8 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮  

（⊃ 新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子どもや社会的養護を必要とする子ど   

も、障害児など特別な支援を要する子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要で   

ある。  

（⊃ 社会的養護を必要とする子どもたちが、家庭的環境や地域社会とのつながりの中で生   

活ができるよう、サービスの小規模化や地域化が必要とされる。また、新制度体系下にお   

ける子育て支援サービスと社会的養護との連結に配慮した仕組みとすることが必要であ   

る。  

（⊃ 新制度体系におけるサービスを考えるに際しては、障害を有する子どもやその保護者が   

地域の中で共に生活ができるよう、それらの親子が利用しやすいものとする配慮が必要と   

される。  

働き方の見直しの必要性  現
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○ 少子化の流れを変えるためには、子育て支援に関する社会的基盤の拡充だけではなく、   

働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現を車の両輪として進めていくことが必要   

である。  

（⊃ その際、仕事と生活の調和の実現と子育て支援に関する社会的基盤の拡充の両者が   

相互補完的な役割を有することを踏まえることが重要である。特に、0歳児保育、延長保  
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否や病児・病後児保育など、働き方の見直しが不十分であるが故に、本来的なニーズ以  

上に必要とされているものもあり、サービスの拡充と同時に、父親も母親も家庭における子  

育ての役割を果たしうるような働き方の見直しが不可欠である。また、仕事と生活の調和  

の実現に取り組む企業に対する支援についても検討していくべきである。  

○ このため、昨年末に策定された「仕事と生活の調和（ワーク■ライフ・バランス）憲章」及び  

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、仕事と生活の調和の実現に向け   

た取組を進めるとともに、仕事と子育てを両立できる環境整備に向けた制度的対応を含   

めた検討を進めるべきである。  

○ また、出産・子育て期の女性が、長時間の正社員か、短時間の非正規かといった働き   

方の二極化を余儀なくされないようにしていくためにも、育児期の短時間勤務等の個人の   

置かれた状況に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるようにするとともに、公正な処遇   

を確保することが重要である。  

○ 地方公共団体が見直し予定の後期行動計画等においても、働き方の見直しに関する   

検討を深め、実効性ある計画にすることが求められる。  

終わりに   

当部会の次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方は以上で  

ある。こうした基本的考え方を推進していくために、今後、サービスの利用者（子育て当事者を  

はじめとして、広く将来の利用者も含む）、提供者、地方公共団体、事業主など多くの関係者の  

意見を聞くとともに、国民的な議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会的資源の投入に  

ついての合意を速やかに得ていくことが必要である。   

その上で、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計につ  
いて、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。  

－20針－   
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をめくる議論及び主な出来事 について   

l  

畢成］旦隻1旦月ヱ5ゝ旦  規制改革会議・第2次答申  

社会保障審議会・少子化対策特別部会発足  

里星型生］旦2旦旦  第1回社会保障国民会議開催  

呈鼻」与旦  経済財政諮問会議（新雇用戦略に関連して保育について議論）  

O 「新待機児童ゼロ作戦」を進める旨の総理指示  

≧月2ヱ旦 「新待機児童ゼロ作戦」の策定■公表  

旦月一旦旦  児童福祉法等の一部改正する法律案（家庭的保育の制度化等）を閣議決定  1
N
一
〇
1
 
 

阜且≧与月   「規制改革推進のための3か年計画（改定）」閣議決定  

4旦2萱旦  経済財政諮問会議（新雇用戟暗に関連して保育について議論）  

○ 保育の規制改革について年内に結論  

○ 保育の量的拡充一覧の向上に係る財源のあり方について検討することで一致  

巨見廻旦  少子化対策特別部会  

O 「次世代育成支援のための新たな制度体系の検討に向けた基本的考え方」を取りまとめ  

与月j8日  地方分権改革推進委員会 第一次勧告 （6月17日 地方分権改革推進大綱（政府対処方針）決定予定）  

5月2乳日 「児童福祉法等の一部を改正する法律案」衆議院で可決  

○ 衆・厚労委委員会審議 5月23日、28日   



今後の保育施策 の検討の際の視点について  

保育は、単なる託児ではなく、公的なサービスである  

○ 保育サービスは、子どもの成長に大きな意義を有するとともに、社会問題の減少など長期的な社会的コストの低減も   

期待され、また、将来の我が国の担い手の育成の基礎となるものであることから公的な性格を有するものである。  

○ 保育サービスには、対人社会サービスとして、以下のような公的性格t特性があり、これらを踏まえる必要がある。  

良好な育成環境の保障という公的性格  

情報の非対称性  

質や成果の評価に困難が伴うこと  

・ 選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異なること  

・子育て中の親が親としての役割を果たすための支援など保育サービス提供者と保護者の関係は単なる経済的取引で  

捉えきれない相互性を有すること  
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財源を確保しつつ、保育の量的拡大一質の向上を図ることで政府内で一致  

○ 保護者とサービス提供者の契約など利用方式のあり方についても、新しい保育メカニズムの考え方を踏まえつつ、   

利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とする方向で、保育をめぐる需給バランスの改善とも並行して、   

さらに検討していく必要がある。  

○ 量の拡充については、政府として、新待機 児童ゼロ作戟に基づき、「保育サービスを量的に拡充する」ことに   

取り組むこととしているところ。  

さらに、財源の確保についても、経済財政諮問会議（4／23）等において、その必要性を確認されているところ。  
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⊥保露閻塩し4見23旦〕ユ  

◆ 利用者の立場に立ち、保育サービスの規制改革を行う   
①保育サービスを「措置」から利用者の「選択」に転換する   
②認定こども園等の「二重行政」を解消する   

③保育所の調理室必置や面積等の最低基準を地域に委ねる   
④保育ママ制度の資格要件を緩和する  

簑二次勧告  

平成2〔1年5月28日．   

〔認定こども園制度〕  

○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る   

事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対する   

抜本的な運用改善方策について平成20年度中に実施   

に着手する。あわせて、制度の一本化に向けた制度改   

革について平成20年度中に結論を得る。   

〔幼保一元化に向けた制度改革〕  

○ 保育所について、「保育に欠ける」入所要件の見直   
し、直接契約方式の採用等についての総合的な検討に   
着手し、平成20年中に結論を得る。   

〔福祉施設に関する基準〕  

○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関す   
る基準については、全国一律の最低基準という位置づ   
けを見直し、国は標準を示すにとどめ、具体的な基準   

は地方自治体が地域ごとに条例により独自に決定し得   

ることとする。   

〔認可権限の移譲〕  

○ 福祉施設の認可、指導監督等に係る事務については、   

老人福祉施設並びに児童福祉施設のうち保育所、児童   
館及び認可外保育施設に関するものは、市に移譲する。  

◆盤涯¢あり左を議論う  
「新待機児童ゼロ作蛍  

育サービスを増やすた♂  

サービスの効率化を進♂  

サービスの量的拡充・雲  

の抜本改革に向けて、詩  

【福田総理発言】  

○ 長年の懸案がある保  
利用者の立場に立って  

○ 財源の在り方は、社  
的税制改革において検  

◆ 厚生労働省と文部科学  
を導入し、認定こども屋  

助成する自治体に対し、  

【福田総理発言】  

○ 交付金を含めて、手l  
解決策を関係閣僚に早  

によって、3歳未満児15万人の保  
財源の手当てが不可欠である。  めには、   －
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とともに、それでも不足する保育  
買の向上のための費用については、  税制  

財源のあ   リ方の議論を行うべきである。  

呆育サービスに係る規制改革については、  

、年内に結論を出してほしい。  
会保障国民会議の議論も踏まえ、抜本  

検討する  こととしたい。  

乙旦星」ユ  

学省の予算を統合  した「こども交付金」  

（保育所型や幼稚園型を問わない）に  

包括的な交付金として交付する。  

用する子どもの立場に立った抜本的な  
急に検討。（夏頃までに取りまとめ）  → 6月17日  地方分権改革推進大綱（政府対処方針）  

決定予定   
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障害児支援の見直しに関する検討会の開催について  

障害児支援の見直しに関する検討会メンバー  
ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人  

が普通に暮らせる地域作りを目指して制定された障害  

者自立支援法が施行されてから約2年が経過し、この  

間、法の定着に向けた着実な取組を進めてきたところ  
である。   
このような中、障害児施策については、障害者自立支  

援法の附則において「この法律の施行後3年を目途と  

して、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主  
体の在り方等を勘案し、必要な措置を講ずるものとす  
る。」とされているなど残された課題の検討が必要と  

なっているところである。  
また、平成17年度より発達障害者支援法が施行され  

るとともに、平成19年度より特別支援教育が実施され  
るなど、ノーマライゼーションの理念の基づいた障害児  

への支援もー層充実しているところである。  
このように、障害児を取り巻く環境が急速に変化する  

中、共生社会の実現をより確かなものとするためには、  
障害児支援に係る課題を解決するとともに、障害児を  
取り巻く環境の変化に応じた適切な障害児支援の在り  

方について検討を行うことが必要である。   

このため、今般、有識者をはじめ、関係者からなる  
検討会を開催し、障害児支援施策のあるべき姿につい  
て検討を行うこととする。  

いちかわひろのぶ  

市川宏伸   都立梅ケ丘病院長   
かしわめれいほう  

柏女霊峰  淑徳大学教授   
きナニうらまさこ  

北浦雅子   全国重症心身障害児（者）を守る会会長   

きみづかまもリ  

君塚 葵   全国肢体不自由児施設運営協議会会長   

さかもとまさこ  

坂本正子   甲子園大学教授   

さかもとゆうのすけ  

坂本柘之輔  東松山市長   

しばたひろや  

柴田洋弥   日本知的障害者福祉協会政策委員会委員長・日の出福祉園総合園長   

すえみつしげる  

末光 茂   日本重症児福祉協会常務理事   
そえじまひろかつ  

副島宏克   全日本手をつなぐ育成会理事長   
たなかまさひろ  

田中正博   全国地域生活支援ネットワーク代表   
なかじまたかのぶ  

中島隆信  慶應義塾大学客員教授   
はLもとかつゆき  

橋本勝行   全国肢体不自由児者父母の会連合会会長   
まつや かつひろ  

松矢勝宏   目白大学教授   

みやざきひでのリ  

宮崎英憲   東洋大学教授   

みやたひろよし  

宮田広善   全国肢体不自由児通園施設連絡協議会会長   
やまおかしゆう  

山岡 修   日本発達障寓ネットワーク副代表   

わたなべけんいちろう  

渡辺顕一郎  日本福祉大学教授   
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以上17名（敬称略、五十音順）   

※ 開催時期等：平成20年3月から7月までを目途とする。  



障害児支援施策の検討項目  

【見直しの基本的な視点】  

◇ 子どもの自立に向けた発達支援  

◇ 子どものライフステージに応じた一貫した支援  

◇ 家族を含めたトータル支援  

◇ できるだけ子ども・家庭にとって身近な地域における支援  

【具体的な検討事項】  

1．障害の早期発見・早期対応策  

（1）早期発見の機会の充実  

① 出産前後・障害の発見時   

②1歳半児健診・3歳児健診   

③ 保育所等における早期発見の仕組みづくり  

（2）早期対応への取組の強化  

① 対応の強化   

②「気になる」（いわゆるグレーゾーンの）子どもへの対応   
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2．就学前の支援策  

（1）保育所等での受入の促進   

①保育所等における受入体制の充実   

②専門機関による保育所等への支援   

③ 並行通園の促進   

④つどいの広場や子育て支援センター等での支援  

（2）通園施設と児童デイサービスの機能の充実  

3．学齢期・青年期の支援策  

（1）放課後や夏休み等における居場所の確保   

①学齢期の放課後児童クラブ等における受入れの促進   

②中学時や高校時の居場所の確保  

（2）卒業後の就労・地域生活に向けた学校と福祉の連携の充実  

4．ライフステージを通じた相談支援の方策  

（1）市町村、専門機関による相談・支援  

（2）関係者の連携強化   
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（3）個別支援計画づくり  

5．家族支援の方策  

（1）家族の養育等への支援  

（2）レスバイト等の支援  

（3）経済的負担等  

6．入所施設のあり方  

（1）入所施設の役割  

（2）入所施設の類型について  

（3）在国期間の延長について  

7．行政の実施主体  

（1）障害児施設についての実施主体  

（2）措置と契約  

8．その他   
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事 務 連 絡  

平成20年5月29日  

各都道府県・指定都市・児童相談所設置市  

障害児施設担当課 御中  

厚生労働省 社会・援護局  

障害保健福祉部 障害福祉課  

障害児施設利用に係る「措置・契約」の判断基準調査について（依頼）   

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚くお礼申し  

上げます。   

さて、障害児施設利用に係る「措置」と「契約」の判断基準については、現在、  

当課が主催する「障害児支援の見直しに関する検討会」において、基準の明確  

化が必要ではないか、との指摘が出されています。   

つきましては、内部の検討資料とするため、現在各自治体において、「措置」・  

「契約」の判断に用いている独自の基準があれば、そのご提出を御願いいたし  

ます。   

判断基準については、通知や事務連絡等様々な形があるかと思いますが、そ  

の旨も明記し、幅広にご提出いただけると幸いです。   

また、実際に判断に困っている事例がありましたら、併せてご提出をお願いい  

たします。なお、当方の検討以外には使用いたしません。  

（金）までにメールにて御回答くださいます  お忙しいところ恐縮ですが、6月6日   

ようお願いいたします。該当がない場合もその旨の回答を御願いいたします。  

【本件に関する御連絡先窓口】  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課 障害児支援係  

大野・昼川・島田  

TEL：03－5253‥－1111（内線3037）  

【提出先】  

E－mail：Shiokawa－yaSunOri＠mhlw．go」P  
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